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（令和７年８月２０日（水）午後３時３０分から午後５時０５分） 
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１ 開  会  

 

２ 教育長あいさつ  

 

３ 前会会議録の承認  

忠田課長   （新見市教育委員会７月定例会会議録について、開催日時等を読み

上げて説明する。）  

 

後藤教育長  

 

 前会会議録は承認と決します。  

 

４ 教育長報告  

後藤教育長  

 

 （前会の教育委員会以降の主な行事、会議等について報告を行う。） 

  

 

５ 事務局報告  

各事務局員   （教育部長、生涯学習課長、学校教育課長、教育総務課長、教育連

携推進課長の順に報告を行う。）  

 

 

６ 議 事  

議第３０号 指定学校変更申請の承認について  

後藤教育長  それでは６の議事に移ります。  

まず議案の部です。議第３０号、指定学校変更申請の承認について

説明をお願いします。  

 

宗政課長  それでは、議第３０号、指定学校変更申請の承認について説明をさ

せていただきます。資料をご覧ください。  

№１の方ですが、現在、指定校変更を認められて A 小学校へ就学

をされております。住宅の完成が遅れており、転居が完了していない

ため、引き続き A 小学校への就学を希望するものであります。変更

期間は令和８年３月３１日までの期間を希望されております。  

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。  

 

後藤教育長  委員の皆様から何かご質疑ありますでしょうか。  

 

各委員  （なしの声）  

 

各委員  無いようですので、議第３０号、指定学校変更申請の承認について

は承認してもよろしいでしょうか。  

 

各委員  （はいの声）  
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後藤教育長  ありがとうございます。では、議第３０号は承認といたします。  

 

 

議第３１号 令和８年度使用小学校及び中学校教科用図書の採択の承認について  

後藤教育長  続きまして、議第３１号、令和８年度使用小学校及び中学校教科用

図書の採択の承認について、説明をお願いいたします。  

 

宗政課長   それでは議第３１号、令和８年度使用小学校及び中学校教科用図書

の採択の承認についてご説明をさせていただきます。  

資料１ページから３ページに小学校教科用図書の目録を、４ペー

ジ、５ページが中学校教科用図書の目録を載せております。これら目

録にあるものを令和８年度に使用させていただきたいと思います。教

科用図書の採択の承認について、ご審議をお願いいたします。  

以上でございます。  

 

後藤教育長  

 

委員の皆さんから何かご質疑はございますか。  

 

各委員  （なしの声）  

 

後藤教育長  無いようですので、議第３１号については、承認としてよろしいで

しょうか。  

 

各委員  （はいの声）  

 

後藤教育長  ありがとうございます。では、議第３１号、令和８年度使用小学校

及び中学校教科用図書の採択の承認については承認といたします。  

 

 

議第３２号 新見市立小中学校の統廃合に伴う学校誌及び記念碑作成補助金交付要綱の

一部改正について  

後藤教育長  続きまして、議第３２号、新見市立小中学校の統廃合に伴う学校誌

及び記念碑作成補助金交付要綱の一部改正について、説明をお願いい

たします。  

 

忠田課長   議第３２号、新見市立小中学校統廃合に伴う学校誌及び記念碑作成

補助金交付要綱の一部改正について、ご説明をさせていただきます。 

本要綱につきましては、平成１７年の制定以来改正がおこなわれて

おりませんでしたけれども、千屋小学校、神郷北小学校の閉校に伴い

まして当該補助金の執行が見込まれることから、３月の定例会におき

まして、過去の執行実績でございますとか、近年の物価上昇等の現状

を踏まえて、補助金の総額を従前の６０万円から１００万円に引き上
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げ、記念碑及び記念誌の経費につきまして、それぞれ６０万円と４０

万円というふうな補助額の上限額を設ける改正を提案させていただ

き、本会の議決を経て、３月１３日付で公布をさせていただいておる

ところでございます。その後、両校の統廃合検討委員会と、統合に関

する協議等を重ねていく中で、記念碑及び学校誌につきましては、学

校の歴史ですとか、地域の実情等によって、思い入れや考え方に大き

な差があるという実態がございまして、各学校の状況に応じた補助制

度となるように見直しを再度検討できないかというご要望がござい

ました。具体的には記念碑に６０万円を上限として設定しておりまし

たが、補助額を上げたことに関しては、どちらの学校も非常に有り難

いというお声をいただいたのですけれども、記念碑等につきまして

は、特に神郷北小学校等は歴史も非常に浅いということで、記念碑に

お金をかけず、記念誌の方にお金を使いたいとのご意見をいただき、

それぞれの上限の枠を制度的にもう一度検討して欲しいとの要望が

ございました。学校の閉校につきましては、その地域にとって不安や

寂しさ等大きな影響を与えるものであり、事務局としましては、少し

でも地域住民の心情に寄り添うことが適当と考えまして、再度、要綱

の見直しについてこの度ご提案をさせていただくものでございます。 

改正する内容につきましては、補助金の総額は３月の時点で６０万

円から１００万円ということで増額をしておりますので、総額は１０

０万円のままとしますけれども、記念碑、学校誌それぞれの補助金の

限度額につきましては、１００万円の総額の中で変更できるような形

に。そして更に、高額な経費を予め払うことが困難な場合につきまし

ては、補助金の概算払いを可能とする。そのように改正させていただ

ければと考えております。改正内容の資料につきましては、２ページ

目の新旧対照表をご覧いただければと思います。改正前の第３条のと

ころで「学校誌及び記念碑作成の補助金額は次の表の限度額と対象経

費のいずれか低い方の額とする」ということで、対象経費、限度額、

それぞれ記念碑につきましては６０万円、学校誌につきましては４０

万円の限度額を設けた表でございます。その条文の右になりますけれ

ども、改正案でただし書きを追加しまして、「ただし、教育委員会が

必要と認めた場合は、当該限度額の合計額の範囲内において、限度額

を変更することができる」という柔軟な対応ができる内容に変更させ

ていただければと思っております。  

続いて、第１０条の補助金の交付でございますが、こちらにつきま

しては、第１０条の第１項につきましては、「教育委員会は補助金の

額を確定した後に補助金を支払うものとする」というふうな条文がご

ざいます。第２項につきましては、「補助金の交付を受けようとする

者は補助金の交付請求書について、通知を受けた後に教育委員会に提

出をしなければならない」と書かれております。第２項の次に、第３

項を追加するということで、「前２項の規定に関わらず、補助金等の
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交付の目的を達成するため、教育委員会が当該補助事業の完了前に補

助金を交付する必要があると認める時は、交付決定額の範囲内におい

て概算払いをすることができる」とあり、事前に必要に応じて概算払

いができる形を取らせていただければと思っております。概算払い制

度につきましては、新見市の補助金交付要綱の中でも必要に応じて対

応できるような制度となっておりますので、こちらの要綱につきまし

ても、そのような制度で対応できるようにしたいと思っております。

こちらも各検討委員会の方からそういったことができないかという

依頼がございましたので、対応できるように制度を改正するものでご

ざいます。  

併せて、３ページでございますけれども、補助金の交付請求書の様

式につきましても、括弧書きで概算払いか精算払いか、どちらの請求

なのかということで、それぞれ所要の改正をおこなうようにしている

ものでございます。  

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。  

 

後藤教育長  

 

委員の皆さんから何かご質疑はありますでしょうか。  

三上委員。  

 

三上委員  第３項の「完了前に補助金を交付する必要があると認める時は概算

払いをすることができる」というのは、例えばどういうことなのです

か。  

 

忠田課長  記念碑など６０万から７０万円するものを、今までは実際に支払っ

たことを確認して最終的に補助金をお支払いしていたんですが、検討

委員会などの組織に、６０万円ですとか、それを一時的に支払うだけ

の会計的な余力が無いというふうな場合に、概算払いと精算払いとい

うことで、予めこれだけ必要だという見積もりをいただいた時点で、

必要と思われる額を概算としてお支払いできるような形に制度設計

するというものでございます。  

 

三上委員  ありがとうございました。  

 

後藤教育長  外にございますか。  

それでは議題３２号については承認としてよろしいでしょうか。  

 

各委員  （はいの声）  

 

後藤教育長  ありがとうございます。それでは、議第３２号、新見市立小中学校

の統廃合に伴う学校誌及び記念碑作成補助金交付要綱の一部改正に

ついては承認といたします。  
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議第３３号 令和７年度 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告

書について  

後藤教育長  最後になりますが、議第３３号について説明をお願いします。  

 

忠田課長  議第３３号、令和７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価報告書についてご説明をさせていただきます。  

先月の７月定例会におきまして、事務局で作成をいたしました素案

を皆様方にお配りさせていただき、委員の皆様方からのご意見をいた

だくということで、定例会の後に皆様にお持ち帰りをいただきまし

て、慎重にご確認をいただいた上で、多数の貴重なご意見をいただい

ております。誠にありがとうございました。ご意見等いただいた後に、

事務局の方で各課と協議をさせていただきながら、そのご意見に対す

る修正案を作成させていただき、修正等を加えました素案データを８

月１５日金曜日に、皆様方にお送りをさせていただいているところで

ございます。本日、お手元にお配りをしております資料につきまして

は、その時にお送りしたものと同じものでございますので、再度、本

会でご確認をいただきまして、更にご意見等がございましたら、ご審

議をいただければと思っております。なお、今後の予定でございます

けれども、本日、素案につきましてご承認をいただけた場合は、９月

末を目途に有識者２名の方に外部評価をいただきまして、１０月の定

例会において最終的なご承認をいただければと思っております。そし

て、その後公表するというふうなスケジュールで進めさせていただき

たいと考えております。  

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。  

 

後藤教育長  

 

ご意見を賜ればと思います。  

松井委員。  

 

松井職務代理者  色々勝手な意見を出させていただきました。それらについて検討い

ただいて、必要な事項について修正を加えていただいたので、全体と

して私は特に異議は無いのですが、幾つかご質問させていただきたい

と思います。  

１つはプログラミング教育の推進についてですが、そこのところ

で、「論理的思考力を養うことができた」という評価が出ている点に

ついて、私は非常に素晴らしいことだし、それは大事なことだと思っ

ているのですが、何をもってそのように評価されたのかというところ

が１つ不分明なところがあるなということで、ご指摘をさせていただ

いたつもりだったのですけれども、そのところについては、どういう

取組をしたかということが追記をされていますけれども、何をもって

「論理的思考力を養うことができた」というふうに言っておられるの
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かということについて、少し見解を伺いたいというのが１つです。  

それから、インクルーシブ教育のことについてなんですけれども、

私はインクルーシブ教育自体については非常に良い取組をしていた

だいて、成果は出ているというふうに思うのですけれども、この目標

値を自閉症・情緒障害特別支援学級の在籍率に求めるのは、なかなか

現在無理があるのではないかなというような気がするんです。という

のが、結局総括のところに児童生徒の分母が減っているために在席率

が上昇してしまっていて、更にインクルーシブ教育の推進が必要であ

るという文言があったんです。というよりは、そこのところについて

インクルーシブ教育、教育のユニバーサル化ということも含めてです

ね、誰もが安心して学べる教育環境がどう整備されてきているのかと

いうことでの効果ということの方が大事なのではないかと。むしろこ

うやって児童生徒数の分母が減っていけば、当然在籍率というのは、

変動していくわけで、そこに目標値、根拠を求めていく限りは、これ

はなかなか本当の意味で改善していかないのではないかなという気

がしたものですから、そのように伺っています。もし、このことをそ

のまま踏襲するとしたら、その下の個別のニーズに応じた適切な教育

支援、或いは就学支援委員会もしてますよね。そこで個々に応じた適

切な就学支援がなされたという評価自身が覆ってしまう恐れが無い

とは言えないと思うのです。数値と言えば非常に分かり易いですが、

ここでその数値を求めることが重要なのかどうかということに対し

て疑問を持ったと言う事です。これは今回のという事ではなく、むし

ろ来年への対応になるかと思うのですが、来年達成すべき目標と状

態、或いは姿として求めていくのかということを少し検討していただ

く必要があるのではないかなと思いました。  

それと、もう１つは教職員の働き方改革の点についてなんですけれ

ども、２３ページですね。時間外勤務の１か月４５時間以内の達成率

の目標値が９５％で、実績値が１００％。そういうふうな評価をして

いただいて、それ自身は非常に良いことだと思いますし、今回足らな

い点もあったので評価をＢに変更するという連絡をいただきました

けれども、そこはＡかＢかというよりは、私が意見として出したのは、

９５％の目標値というのは、本市のような形では何とか達成出来るよ

うな、簡単だとは申しませんけれども、目標値であって、それよりも

むしろ課題として残っていることですね、「両極化している」と、ど

うしても、月８０時間超になる教員を皆無にすることが出来ないとい

うことでしたら、次の目標ではそこをどう解消していくかというふう

に持っていく方が良いのではないかと。ですから、今回の評価書自身

については、冒頭に申し上げましたように特に異論があるわけではな

いのですけれども、そこのところをどう来年度に生かしていくかとい

うことについて見解を伺いたいというふうに思います。  
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後藤教育長  今３つ出ました。まず１番目ですね。プログラミング教育において

論理的思考力についてのご質問でしたが、学校教育課よろしいでしょ

うか。  

 

宗政課長  まず１点目のご質問で、「全小中学校で実施し、論理的思考力を養

うことができた」という成果と課題について、何をもってできたかと

いう点なのですが、松井委員がおっしゃるように、なかなか論理的思

考力が向上したというのは、数値で計るというのは難しいと思ってお

ります。実際のプログラミングの授業の中で、児童生徒がそのプログ

ラミングをホワイトボード等にカードを並べてしていく様子ですと

か、その時の気付きを記述で残していって、自分が始めはこういう手

順だと上手くいくと思ったのに、上手くいかなくて試行錯誤します。

その時には、その失敗の経験を生かして、更にどこに課題があったの

かということを論理的に考えた上で、目標が達成できるように調整を

していきます。そういうその学びの足跡が授業をする度に残りますの

で、そういったものを先生方が見た時に、子ども達の中で、順序立て

て論理的に子ども達が執行しているかどうかというところを読み取

っていきます。授業でもそういう子ども達の様子を教育委員会の方に

も情報提供いただいておりまして、また授業に行かせていただいてお

りますので、プログラミング教育をする以前と、こういった学習が入

ってきた後で、論理的思考力というのが、育ちつつあるのかなという

判断をしております。  

 

松井職務代理者  私はそれで良いと思うのです。としたら、そういうことを少し煩雑

になるかもしれないけれども、ここに書けばより分かり易いのかなと

思うんです。多分、プログラミングの授業で児童生徒は仮説を立てて、

実際にそれでドローンを動かすプログラミングをして、それを検証し

てみて、違っていたとしたらどこが違っていたのかを考えてそれを修

正していく。そして、当初の目標を実現していくというそういう仮説

と実証ですかね。そういう過程を踏まえた授業ができたということだ

と思うのですけれども。そういう展開の中で論理的思考力を養ってき

たというふうに持ってくれば、市民の方が読んだ時も、プログラミン

グ授業というのは、ただドローンを飛ばして、どうこういうだけでは

ないのだなということが分かってもらえるのではないかなというふ

うに思いました。  

 

後藤教育長  松井先生、先程のは説明に対するご意見ということでよろしいです

か。  

 

松井職務代理者  はい。  
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後藤教育長  

 

各委員  

 

後藤教育長  

関連質問ありませんか。  

 

（なしの声）  

 

それでは、２番目のインクルーシブ教育。特に誰もが安心して学べ

る教育環境の整備に関わる質問だったと思います。それでは、学校教

育課の説明をお願いします。  

 

宗政課長  では、２点目のインクルーシブ教育の推進で、評価指標のところが

自閉症情緒障害特別支援学級の在籍率になっているのが、児童生徒数

が減少する中、少々無理があるのではないかというご指摘だったと思

います。この目標値が自閉情緒障害の特別支援学級在籍率に設定され

た背景として、岡山県の自閉情緒の在籍率というのが、全国と比べて

も非常に高い状況があります。それから新見市においても、やはり全

国平均等と比べて高い傾向がありました。これは特別支援学級に在籍

する児童生徒は、やはり一定の基準でそのお子さんの成長発達を見た

時に、またそこに引っかかると言うとちょっと良くないかもしれない

のですけれど、そこに該当するので、支援学校の方に在籍をしている

はずなのですが、子ども達に手厚く支援をするということが良しとさ

れているというか、そういう考えも根強く残っているような状況もあ

って、実際は基準で考えると支援学級在籍ではないお子さんも小学校

に入学して１年２年は支援学級で在籍をして手厚く見てもらって、慣

れたら通常学級に戻ればいいのではないかというような流れが、かつ

てあったように思います。やはり、その就学というのは、適切なのか

どうかというと、やはり基準に合っていないものでしたので、この指

標の設定される段階では、新見市において在籍率が高いという状況

が、やはり本当に適切なのかどうか。全国平均と比べるともう少し在

籍率としては低く出てくるのが妥当なのではないかというようなこ

ともあって、この指標を設定されていたと思います。  

それから、成果と課題のところにもあるのですが、やはりインクル

ーシブ教育の目標というのは、障がいの有無に関わらず、全ての子ど

も達が共に学べるというところにあると思いますので、その在籍率だ

けではなくて、そのために色々な手立てを学校の方でも教育委員会の

方でも講じておりますので、また今後もそういう手立てを充実させな

がら、適切な就学指導がおこなわれるようにというところを考えてい

けたらと思います。  

以上です。  

 

松井職務代理者  おっしゃることは分かるのですが、２．４パーセント、１．２パー

セントについては、多分昨年もこういうふうに設定された成果という

ことについて同じようなことを伺ったと思うんですけど、その下の個
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別ニーズに応じた適切な教育支援で、特別支援委員会による適切な教

育支援で７２名に対して、一人一人に応じた適切な就学者ができたと

いうＡの評価だったんですよね。ですから、つまり一人一人に対して

適切な就学支援ができ、例えば、支援学級或いは支援教室等の指導が

適切にできたというふうに、一方で言ってるわけですから、この実績

値の２．４パーセント自体ちょっとどうなのかというのは分からない

点がありますけれども、そういうふうに数字に振り回されているんじ

ゃないかなという気がするんです。２．４パーセントが適切かどうか

分からないけれども、ここが残っている限りはその下の部分の就学支

援委員会というのが、どういうふうな指導をしてきたのか、それが適

切であったのかどうかという評価にも関わってくるわけですから、そ

こが適切に就学支援をすることができたということであるならば、あ

まりそこにこだわらずに、評価をしていく方がいいんじゃないかなと

いうふうに思ったものですから、このような意見を出させていただき

ました。この目標値等については、もう前年から決まっていることで

しょうから、それに対しては、もうこれ以上申しませんけれども、イ

ンクルーシブ教育システムの推進の部分と、個別ニーズに応じた適切

な教育支援のところはセットにして、どういうふうに評価をしていく

かということについては考えるべき問題があるのではないかなとい

うふうに思います。今回、上の部分の黄色で追記していただいたのは

非常に良い追記だったと私自身も思います。  

 

後藤教育長  

 

 

 

松井職務代理者  

 

後藤教育長  

はい。関連質問ありますか。  

ご意見として聞かせていただいて改善を求めていく方向でよろし

いでしょうか。  

 

はい。  

 

それでは、３つめの働き方改革について。二極化の現状について、

目標等を見直して改善すれば良いのではないかというご質問であっ

たと思います。学校教育課の説明をお願いします。  

 

宗政課長  それでは働き方改革ですが、今ここに主な取組状況として書かせて

いただいているいくつかの取組については、もうここ数年、学校の方

でも継続しておこなっていただいていて、どの学校でも定着している

取組になっているかというふうに思います。それから定期的に学校の

方から時間外業務時間についての報告を受けているんですが、やはり

小学校も中学校も行事の見直しですとか、業務の中でも特に必要なも

のを精選をしたり、本当にもう削れるところは、最大限削って、もう

本当に削ってはならない部分を残して、今の状況が出来ているのかな

と、もう削れるところがこれ以上ないぐらいのところまで来ているの
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ではないかと思います。そういった中で、職員の働き方改革も進んで

る部分と、まだこれからという課題の部分もあるんですが、次年度に

ついて、どのように目標を持っていくかというところについては小学

校、中学校でも違いはあるかと思います。中学校の方は特に、やはり

時間業務時間を増やしているのが部活動というところもあったり、そ

れから部活動の地域展開も今動きをとっているところですので、これ

が今年度また来年度、学校での平日の活動日数が削減されたり、それ

から土日の部活動が地域展開ということで、地域の方へ返っていく

と、中学校の方の働き方改革というところは進んでいくと思われます

し、市全体で、次に取り組んでいくところは中学校の時間外のところ

というのが中心になってくるのかなと思っています。  

以上です。  

 

後藤教育長  

 

松井職務代理者  

 

後藤教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員  

 

後藤教育長  

よろしいでしょうか。  

 

よろしいです。  

 

働き方改革については、強い態度で進めていくという国や県の方針

がございますし、新しいところでですね、来年度４月から働き方改革

に伴う年間計画を作成し、それを公表しなければならない。新しい政

策が出てくるように思います。もうそろそろ委員会の準備をはじめて

いかないといけないかなというふうに思っておりますが、それによっ

て教育の質が下がっていってはいけないなというのは新見市教育委

員会教育長の考えでございます。宗政課長も言いましたように、雑巾

を絞って汁が出ないくらい、学校行事の改革であるとか年間行事の改

革をしております。特に中学校におきましては、土曜日、日曜日の部

活動の地域展開、一歩前に踏み出しました。今回も市長の定例会見が

ございますけれども、そういったようなことも進めながら、鋭意頑張

っていかなければいけないところだと思います。ご理解をお願いした

いと思います。  

それでは、外にございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 

（はいの声）  

 

令和６年度の評価ということで、概ね肯定評価をいただきました。

お礼を申し上げます。しかしながら、皆さん機構改革等で、今年度教

育連携推進課ができたりですね、色々な業務が教育委員会の方に入っ

てきたということをご承知だと思いますけれども、来年度の評価につ

いても、従来の仕組みや考え方では対応できないことが増えてきてい

ると。先程松井先生のご意見にもございましたが、働き方改革も含め

てですね、子ども達を取り巻く環境が大きく変わっているんだという
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ことはご理解をいただき、来年の評価にまた生かしていきたいなとい

うふうに思っておりますので、そういう視点での評価をお願いしたい

なと思っております。  

それでは、その外ご意見は他にありませんでしょうか。  

 

各委員  （なしの声）  

 

後藤教育長  では、議第３３号については承認としてよろしゅうございますか。 

 

各委員  （はいの声）  

 

後藤教育長  ありがとうございます。それでは議第３３号、令和７年度教育に関

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書については、承

認といたします。  

 

 

協議・報告の部  

報第２７号 新見市立学校職員服務規程の一部改正について  

後藤教育長  続いて、協議・報告の部に入ります。  

報第２７号、新見市立学校職員服務規程の一部改正について、説明

をお願いします。  

 

宗政課長   報第２７号、新見市立学校職員服務規程の一部改正についてご説明

をさせていただきます。  

今回の改正の内容ですが、現行の服務規程のうち第１０条、これが

職員の出張に関する条文なんですが、その条文中、出張命令簿の様式

第１号を改めるものでございます。これは改正旅費法が施行されたこ

とを受けまして、本服務規定においても様式の改正をおこなうもので

ございます。改正の詳細ですが、２ページが改正後のもの、３ページ

が改正前の様式となっております。ご確認いただけたらと思います。 

よろしくお願いいたします。  

 

後藤教育長  

 

ただいまの報告につきまして、委員の皆様からご質疑がございます

でしょうか。  

 

各委員   （なしの声）  

 

 

報第２８号 令和７年度全国及び県学力・学習状況調査について  

後藤教育長  それでは次に、報第２８号、令和７年度全国及び県学力・学習状況

調査について、説明をよろしくお願いいたします。  
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宗政課長   報第２８号、令和７年度全国及び県学力・学習状況調査についてご

説明をいたします。  

今年４月１７日に公立小中学校、小学校６年生及び中学校３年生を

対象に、国語、算数、数学、また３年ぶりに理科の学力調査がおこな

われました。理科の実施は２０２２年度以来３年ぶりとなります。中

学校の理科では、コンピューターを用いた調査方式が導入され、１４

日から１７日の３日間に分散して実施をされました。また今年度は調

査結果の公表スケジュールも昨年度までと異なり、３回に分けて公表

されております。  

新見市の結果についてですが、添付しております資料をご覧くださ

い。お配りしておりますのは、平均正答率の経年変化をまとめたもの

でございます。資料の見方を少し説明させていただきます。表の左端、

令和７年度の所に一番上が中学３年生で一番下が小学３年生となっ

ていますが、今回、県調査または全国調査を受けた学年が左端に入っ

ております。一番上の中３の所を右に右に見ていきますと、中３が、

例えば令和４年度には小学校６年生でしたので、その時に受けた調査

の結果。それから、令和５年度、令和６年度、今回令和７年度の全国

調査の結果というふうに見ていただけたらと思います。枠が緑色にな

っているものが全国調査のおこなわれた年です。オレンジ色は、県の

調査をおこなった年です。それから数字は平均正答率で、カッコの中

は、全国調査は全国平均との差を。県調査の方は、県平均との差を表

わしております。そのように見ていただいて、今年度、令和７年度に

おいておこなわれました調査については、一番右端の令和７年度の列

を見ていただけたらと思います。  

まず全国調査ですが、本市の状況としまして、小学校６年生、中学

校３年生共に大変残念なのですが、全ての教科で全国平均を下回ると

いう結果となっております。各教科の課題ですが、国語につきまして

は、これまでにも改善に取り組んできているんですが、書く力が、依

然改善に向かっていないということが挙げられます。また算数・数学

におきましては、特に全国との差が大きく、前の学年までの学習の積

み残しが解消されないまま、学年が上がると次第に全国や県との差が

大きくなってきているという状況が見られます。また理科につきまし

ては、基本的な学習内容が十分身に付いていない様子も見られること

が挙げられました。なお、小学校の理科につきましては、複式学級で

授業を実施しているところがありますので、その学校については調査

問題に未履修のものが含まれており、それには回答しておりません

が、未履修ということは今回集計に配慮されていませんので、習って

いないから書かなかったものも回答できていないというふうに集計

されているということをお知りおきください。  

それから、この結果の分析なんですが、低迷している原因の一つと

して、学習内容の定着という過程が不十分であるということが推測さ
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れます。学力調査と同時に実施をされた学習状況調査という調査があ

るんですが、この結果を見ますと、「平日に１日あたりどの位勉強し

ますか」という問いに、「１時間以上」と回答した児童生徒は、小学

校、中学校共に全国平均より下回っております。また小学生よりも中

学生の家庭学習時間の方が短いという結果も出ており、学習時間の不

足が定着に繋がらない要因の一つであると分析しています。  

それから今後の対応なんですが、５月の段階で、それぞれの学校で

既に自校採点していただいて、その自校採点結果を元にして子ども達

のつまずきの解消については取組を始めていただいております。また

市教委としては、授業の質の向上と学習内容の確実な定着、学習規律

の徹底を年度当初の三本柱ということで、校長会を通じて学校の方に

も取組を強化するということも伝えておりますので、その柱で進めて

いきたいと思います。また小規模校が多いことから、調査結果を用い

た一人一人のつまずきというのもよく見えますので、そのつまずき解

消を進めて、一人一人に確実な学力を付けていきたいと思います。ま

た、報道の方では、子どもと勉強の話をしない保護者が増加している

といった文科省の分析の方も報じられておりました。このことについ

ては、そういった調査項目がありませんので、実際どのぐらいの家庭

で子どもさんと勉強の話をしてないかということはちょっと分から

ないんですが、いずれにしましても、学校が責任を持っておこなって

いくことと、家庭と連携・協力をしながら進めていくことと、取組の

幅を広げて、今後も学力の定着を進めていきたいと思います。  

また県の学力調査結果なんですが、オレンジ色の枠の方を見ていた

だきますと、小学校３年生の段階では、県平均よりも平均正答率が上

回っておりますが、段々と学年が上がるにつれて、県平均を最終的に

下回る結果となっております。全国調査と同じく、学習内容がしっか

り身に付くように時間の確保や家庭学習の習慣化というところも進

めていきたいと思います。  

以上です。  

 

後藤教育長  

 

大変興味があるところだと思いますが、皆さんのご意見を賜ればと

思います。  

溝尾委員どうぞ。  

 

溝尾委員  家庭学習の時間が短いというお話があったかと思うんですけど、そ

れを増やすための具体的な方法は、宿題を増やすとか、そういうこと

でしょうか。具体的に家庭学習時間を増やす方法や具体的な対策を教

えていただけたらと思います。  

 

宗政課長  家庭学習時間につきましては、これまでにもやはり十分な時間が確

保できてない実態があるのではないかということで、各学校の学力向
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上担当者を集めた会議の方で、その家庭学習の時間について、各学校

で時間確保するためにどのような取組をしてるかということの情報

交換をしたり、それから中学校区毎で小学校と中学校が、例えば中学

校の定期テストの時期等に共通で家庭学習強化週間という週間を設

けて、ノーメディアデーとしてテレビを消して、兄弟で学習に取り組

むというような、そういったことを投げかけたり、情報共有しながら、

他の中学校区でも取り入れていただいたりということはしています。 

それから、家庭学習の習慣化というところに課題があるのではない

かということで、市教委の方も家庭学習強化週間をしてない地域につ

いては、その習慣の設定をお願いしますということはお伝えさしてい

ただいたり、それから、特に小学生や低学年の子ども達には有効だっ

たのかなと思うんですが、ビンゴゲームというような形で、自分がす

る課題を選んで、できたらビンゴで消していってという、少し楽しみ

ながら、でも学習習慣が身に付くようなことも、こちらから投げかけ

させてもらっています。  

 

溝尾委員  ありがとうございます。  

 

後藤教育長   外にございませんか。  

 長谷川委員どうぞ。  

 

長谷川委員  教科書については採択もあると思うんですけど、夏休み等に宿題で

使うドリルは、どういうふうにして決められているんでしょうか。  

 

宗政課長  長期休業に使用するドリルについては、事前に教材の業者さんの方

からいくつかの種類のものが示されて、その中から担任が選ぶという

形で決めています。  

 

長谷川委員  今回の小４のドリルなんですけど、答えが間違っているのを子ども

が見つけて、問い合わせたら間違ってたんですけど、ちゃんと吟味さ

れて決められてるのかという疑問がありました。外にも間違ってない

んだけど、答えがいくつかあるようなものが算数の問題とかでもあっ

て、教科書ほどは吟味されてないだろうと思って、学力の話があった

のでお聞きしました。何種類かから選ばれているんですね。  

 

宗政課長  ドリルの中にも、ページ数というか厚みが薄いものもあれば厚いも

のもあったり、それから問題の傾向も、非常に基本的な問題が集めら

れてるものもあれば、応用的なものが集まっていたり、色々な特色が

あるので、担任してる子ども達の状況によって、基本的なところをも

っとしっかり頑張って欲しければ、その基本的な方を選ばれたり、そ

れからもう少し授業でしたことの、もう一歩先を頑張って欲しいとい
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う場合であれば、少し難易度の高いものを選んだりということをして

います。答えのミスの方は基本的には無いと思って選んではいるので

すが、時にはもしかしたらあるのかもしれません。  

 

長谷川委員  書く力が付いてきていないというのがあると言われてたので、それ

に特化したドリルだったら良いのかなと思いました。  

吟味されてるなら良かったです。ありがとうございます。  

 

後藤教育長  関連質問はよろしいですか。  

色々なご意見を私達は伺っております。耳が痛くなるようなご意見

も十分に伺っております。これは全国学テで自校採点した結果ですか

ら、実は８月の終わりか９月の初旬辺りにまた報道に出ますが、まだ

市民の方々は知りません。県の学テについては７月３１日に載ってま

すから、皆さん帰ってじっくり見てみてください。小学校については

結果が良いですよね、実は。中学校の一部の学校についてそういった

ご意見もいただいていたり、ただ新見市だけではなくて、全国で学力

が低下してきているというのは、報道等でもう皆さん知っておられる

と思いますが、大きな問題に実はなっています。新見市においてもで

すね、本当にこの前までは学力が高かったわけですよ。何故ここでそ

ういうふうに急激に下がってきたかという問題を分析した時に、一つ

は個人的な意見なんですけども、先程課長が言いましたように、ある

程度学習の中でつまずいた子どもが、課題を解決せずにそのまま次の

学年に上がっていると。そういうつまずきを解消できないまま上がっ

ている子ども達は、学級の中に一定数いると。松井先生の方からは論

理的思考力、例えば新見市の場合は人型ロボットで、そういう力を培

うことを今ドローンでやっていると。島根県知事の丸山さんでしたよ

ね、論理的思考力を培うためにはやはり基礎基本の力が必要でしょう

というふうに言ってますけど、段々世の中の機運がそういうふうにこ

れから戻っていくと思います。あと５年経ったら学習指導要領が改定

をされます。あまりにもＩＣＴであるとか、タブレット端末であると

か、そういう先行される教育に頼られ過ぎて、大事になっている教育

の不易の部分、読み、書く、計算する、人の話を落ち着いて聞く。そ

ういったようなところが少し疎かになってきたんではないかなとい

う機運が強まっていきたいと思います。新見市においても、例えば、

自主性や主体性を培うためには、宿題を廃止したらどうかいったよう

なことであるとか、定期考査を廃止しましょう、とかいったような機

運が高まって、それを実際に実施している学校があったというふうに

聞いておりますが、それは云々として、全国でそういうふうな機運が

あって、それを真似てやってみようという、学校経営上の課題があっ

たんではないかなと思いますけれども、今日教育委員さんのお手元に

ですね、「教育の不易」という資料をお渡ししたと思いますけれども、
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全国学テや県の学テで、こういうふうな結果が出ていると、例えばそ

ういうところで結果を示さないと、説得力がないと私も思っておりま

す。なので、家庭学習もタブレットだけではなくて、先生方にお願い

をし、紙媒体を使った指導、それからタブレットであるとか、電子黒

板だけに頼るのではなくて、きちんとした机間指導をしながら、赤鉛

筆を持って、子ども達の力を培うということをしっかりやってくださ

い、と。それから１時間の授業の中で、最後のまとめであるとか振り

返りであるとか、そういう場面があった時にそこからが家庭学習に繋

げる、そういったところを重点課題として捉えてくださいというふう

なことを校長の当初面談で伝えたりして、実際やっていただいている

と思います。この結果については昨年度の取組に対する結果がこうい

うふうな形で出ておるんですけれども、実際に定期考査を復活した

り、それから定期考査の期間中につまずきのある子ども達に対して補

習学習をおこなったり、それから、一中辺りは８月２２日から、まだ

暑いですけれども、補充学習が始まります。それから朝読書の時間と

いうのを、金曜日だけ基礎基本のドリルみたいなものをやってです

ね、競争意識を培うために市内の３つの中学校で、対策テストをやっ

ていて競争しようとか、そういう新しい試みを、決して新しい試みだ

けじゃないんですけど、復活をしようと。「もうちょっと元に戻しま

せんか」というふうな提案をしたら、各学校長さんも元に戻していっ

ているというのが現実です。  

これから成果については見ていかないといけませんけれども、全国

の流れもフィンランドまでは行かなくてもですね、もう少し、基礎基

本、不易の部分を大事にしていこうという機運の流れの中から、新見

市についてもう少し考えませんかという提案をし、実行してもらって

いるところです。結果についてはすぐに出ないかもしれませんけれど

も、地域の方々はですね、全員賛同してくださって、公営塾について

は本当に地域の方の力は有り難いなと思っております。  

最後ですが、いくら働き方改革があるとはいえ、教師の最たるとこ

ろはやはり学力向上でありますので、そういうところに力を注いでい

ただきたいというふうに、今頑張っているところです。  

外にご意見はありませんでしょうか。  

 

松井職務代理者  意見とかそういったようなことではないんですけれども、新見市の

ように、在籍児童生徒の数が少ない場合、ここに出ているのは平均ス

コアですよね。  

 

宗政課長  はい。  

 

松井職務代理者  例えば、極端に点数の低い子は何人かで出たりすると、当然平均点

は下がってくるわけですから、目指す方向というのを先生方の間で共
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有していくというのは非常に大事だと思うんです。平均スコアを上げ

ること自体を目標にしてしまったら、宿題を一律に出そうとか、何時

間勉強をさせるとかそういう形のことになってしまうんですけど、や

はり本市の利点はそれぞれの先生方が担当している児童生徒の数が

比較的少数だというのは全体に生かしていける良い条件だと思うん

です。個々の生徒に先生方がどう向き合っていくか、その生徒の例え

ば弱点も先生がきちんと把握される。或いは家庭での学習状況を把握

される。或いは家庭の状況、そういったようなところでできるわけで

すから。例えば、都会のように１人の先生が４０人の生徒を抱えて、

毎日忙しい思いをされている、新見の先生が忙しい思いをされていな

いという意味では無いのですが、それぞれの生徒に向き合う時間、或

いはチャンスというのは比較的新見の教育環境ではあると思うんで

す。だからその中で、一人一人の生徒に最適な学習課題、課題という

のは宿題という意味ではないですけど、学習課題であるとか学習環境

だとか、学習習慣であるとか、そういうことをきちんと、向き合って

いく方向性を先生方と共有するという、言えば簡単なんですけれど

も、そういうことが大事じゃないかなというふうな印象です。  

 

後藤教育長  そのとおりだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。  

例えば、少人数で１０人ぐらいの学習集団があって、タブレット端

末を使ったり、それから皆さんちょっとグループ活動してみなさい

と、電子黒板を使っていると。「ちょっと発表してごらん」と言わな

くても、子ども達がどういう意見を持っているかということは、タブ

レットからある程度見えるわけですから。私は、そういうふうな流行

を培うということも物凄く大事なことだと思うんですが、それだけで

はなくて、机間指導しながら、子どものつまずきを見ながら、「何か

分かってないところはあるならちょっと後からおいで」とかそういう

コミュニケーションを取りながら、やはり不易の部分を大事にしてく

ださいと言っているんです、強く。それを校長会だけで言うのではな

くて、今度月末にもありますけれども、校長の当初面談で伝えたり、

学力向上検討委員会で、そのことについて共有したりというふうな努

力はこれからも続けていかないといけないし、その部分について、や

はり少人数を生かした指導というのは先生が言われたところに柱が

あると思いますので、そこにやはりフィードバックしていくと。最重

点課題として、取り組んでいきたいなということで頑張っていきま

す。  

外にございませんか。  

 

各委員  （なしの声）  
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報第２９号 新見市文化財保存活用地域計画について  

後藤教育長  それでは、報第２９号、新見市文化財保存活用地域計画についてご

説明をお願いします。  

 

吉岡次長   報第２９号、新見市文化財保存活用地域計画についてご報告いたし

ます。本市には１６０を超える国・県・市指定文化財や、４０００を

超える国指定の文化財が、これまでは所有者や地域住民によって守ら

れてきました。しかしながら、人口減少や高齢化等により、文化財を

守る人、伝える人が失われ、文化財の継承が困難になりつつあり、喪

失する危機が迫っている状況にあります。このような状況の中、文化

財の保存継承等、様々な課題を解決するため、文化財の価値や魅力を

市民に共有し、将来に渡り保存・活用するための指針として、新見市

文化財保存活用地域計画を策定することといたました。作成にあたっ

ては、国の示す指針に基づき、令和４年度に有識者、市民、行政職員

など１６名からなる策定協議会を設立し、協議、現地調査、文化庁と

の調整のため、本年６月にはパブリックコメントを実施し、計画素案

を作成いたしました。今後、文化庁への認定申請には、文化財審議会

での承認が必須となることから、８月２７日開催予定の市の文化財保

護審議会での承認を経て、年内に申請をおこなう予定といたしており

ます。素案を添付しておりますのでご覧ください。  

以上です。  

 

後藤教育長  

 

報第２９号について質疑ございますか。  

各委員   （なしの声）  

 

 

報第３０号 大佐中学校区小中一貫校校舎等建設事業の設計業務完了について  

後藤教育長  それでは最後に、報第３０号、大佐中学校区小中一貫校校舎等建設

事業の設計業務完了について説明をお願いいたします。  

 

忠田課長   それでは、報第３０号、大佐中学校区小中一貫校校舎等建設事業の

設計業務の完了について、ご報告をさせていただきます。資料につい

て、お手元に横向きＡ３用紙で５枚のものをお配りしておりますの

で、ご確認をいただければと思います。この度、大佐中学校区の小中

一貫校校舎等建設事業の設計業務が完了いたしました。当該業務につ

きましては、昨年６月２８日にプロポーザルを実施いたしまして、岡

山市の黒川建築設計事務所と委託契約を締結いたしまして、以来設計

協議を重ねて参りましたが、本年７月３０日に当該業務に係る確認審

査等が完了いたしまして、成果品を受領しているという状況でござい

ます。  
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設計費につきましては令和６年度の当初予算に６，５００万円を計

上いたしまして事業を進めておりましたけれども、繰越事業の手続き

を経て、最終的には５０，９１６，８００円という契約金額で完了し

ている状況でございます。皆様のお手元には鳥瞰パース図、全体の配

置図、そして各階の平面図、１階と２階それぞれで、５枚の資料をお

配りをしているかと思いますので、そちらの方をまたご確認をいただ

ければと思っております。今後のスケジュールについてでございます

けれども、またもう１枚、記者発表の資料を、本日別途お配りさせて

いただいております。Ａ４の横向き資料でございますけれども、そち

らがこの設計業務の完了を受けまして、来週の８月２６日火曜日に、

市長が報道等でプレス発表をおこなうこととしておりますので、ご承

知おきいただければと思っております。また現在同時に工事発注に向

けた手続きを進めております。この度の工事、この事業につきまして

は、１つ目としまして建築主体工事、それから２つ目といたしまして

電気設備工事、３つ目といたしまして機械設備工事、４つ目といたし

まして、屋内運動場、特別教室棟の電気・機械設備工事というふうに

４つの工事に分けて発注をさせていただくということにしておりま

す。この内、建築主体工事につきましては、設計金額が２億円を超え

るというふうなことでございますので、共同企業体はＪＶでの入札に

なります。また、１億５，０００万円を超える工事請負契約につきま

しては、契約締結に当たりまして議会の議決が必要となりますので、

該当します建築主体工事につきましては、現時点では９月下旬から１

０月上旬の入札を予定しておりまして、その後、１０月中旬頃を目途

に臨時議会の開催をお願いしたいと思っておりまして、その臨時議会

での契約議議決を経て、本契約を結ぶということにしたいと思ってお

ります。そして１１月上旬を目途に工事発注をおこなうというふうな

流れで、発注までの流れを進めていきたいと考えておりますので、お

知りおきいただければと思います。なお、この度の設計完了によりま

して各種工事等の設計金額の確定をしておりますけれども、今後の入

札等ございますので、設計金額を皆様方にお伝えすることは控えさせ

ていただきたいと思っております。また、総事業費につきましては、

設計の金額でありますとかこれからの管理委託料、工事費、各種手数

料等を含めまして、約１６億円の事業費に総額ベースでなっておりま

す。資料といたしましては、こちらのプレス発表用の資料に概要が載

っておりますので、ご確認いただければと思いますけれども、Ａ４横

の向きのものでございます。事業内容といたしましては、校舎棟の新

築工事、これが外構も含めるというふうなことで、校舎自体は延べ床

面積が２，２９５．４８平方メートル、木造２階建てで地元の木材を

使うというようなことでございます。それから屋内運動場改修工事、

こちらはトイレの改修、それから更衣室、それから器具倉庫、照明器

具等、これはＬＥＤ化も含めてですが、そうした改修を含めてという
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ことで予定をしております。また、特別教室棟、こちら現在の技術室

になりますけれども、そちらの改修工事も併せておこなうこととして

おります。こちら内装、屋外トイレ、そして屋外倉庫の改修等を予定

しております。校舎が完成した後には現大佐中学校の校舎の解体工事

というふうなことも予定をしております。総事業費は１６億２００万

円というふうなことになっております。あと、Ａ３の図面等につきま

しては、１枚目と２枚目が鳥瞰パース図ということで、こちらは報道

の方で発表させていただく内容になっております。３枚目につきまし

ては、こちらは配置図ということになっておりまして、これは以前、

ご説明させていただいたかと思いますけれども、大きく変更はされて

おりません。現在の中学校のすぐ南側に小中一貫校が立つという配置

になっております。新校舎の北側になりますけども、小学生の遊び場。

それから、来客駐車場等を整備すると。それから校舎の南側につきま

しては、２００メートルのトラックができるような内容で設計をして

いるということでございます。右側のところでございますけれども、

青色の所が駐車場。来賓それから職員の駐車場ということで、ここは

現在の大佐の共同調理場でございますけれども、こちらを解体して、

その駐車場を整備、そしてスクールバス等のロータリー等を整備する

計画になっております。そして４ページ目、５ページ目につきまして

は、１階２階の各階の平面図になっております。校舎全体につきまし

ては、普通教室を施設一体型の校舎のメリットを生かしまして、１階

の西側に、１年生から４年生までの４教室。それから、２階の西側に、

小学校５年生から中学校１年生の３教室。２階の東側に、中学校２、

３年生の２教室を配置するというふうな４・３・２の形態をとってい

るというふうなことで、中１ギャップの解消をはじめ、小中連携した

教育が充実するような教室配置にしているということでございます。

そして、４ページ目でございますが、１階につきましては、小中学生

や地域住民の方との交流を目的とした、多目的な使用を可能とする異

年齢・地域交流スペースというのが、中央より若干北側にございます

けれども、８５平米のお部屋を整備することとしております。こちら

のお部屋につきましては将来的に必要であれば、放課後児童クラブに

も対応ができるような必要面積、要件を満たした部屋とさせていただ

いております。それから、１階の校舎の東側になりますけれども、南

側に職員室がございますが、職員室のすぐ近くに、北側になりますけ

れども、特別支援教室を４室配置するという設計にしております。教

師の目が行き届きやすい場所、職員室の近くであり、かつ普通教室か

らは距離を確保した静かな場所に、特別支援教室を４部屋配置すると

いうことで、安全かつ落ち着いた環境の元で授業を受けることが可能

となるように配慮した設計というふうにしております。また、特別教

育支援教室の４室につきましては原則として、小中学校にそれぞれに

各２室ずつ整備をしているものでございますけれども、対象児童生徒
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数の状況等によりましては、小中学校の枠を超えて、フレキシブルに

活用ができる状態にしているものでございます。それから、２階でご

ざいますが、５ページを見ていただければと思いますけれども、普通

教室は南側に中央を挟んで左側に３部屋ですね、小学校５年生、６年

生、中学校１年生の部屋。それから、右側に中学校２年生、３年生、

それぞれ合計で５室の普通教室を配置しております。それに加えまし

て、特別教室でございますけれども、左側に理科室がございます。そ

れから調理室がございます。それから、美術室、音楽室、英語教室と

いう部屋をそれぞれ２階に配置しておりまして、理科室以外の特別教

室につきましては、小中共用の教室としております。授業以外の共用

スペースとしましては、中央部の通路を挟んで北側に図書室、それか

ら南側にワークスペース等を整備するということで、小中学校の児童

生徒が共に学ぶような、交わることができるような環境作りを進めて

おります。また、一番右の下側ですね、東の南側になりますけれども、

新たに防音設備を備えました小中共用の英語教室を整備することと

しておりまして、音源を用いた授業でございますとか、小学校・中学

校が継続して使用できる教材等を常設するということで、英語教育の

更なる充実を図っていきたいというふうに考えております。その他、

全体といたしまして、設備面ではエレベーターを設置しております

し、各階に車椅子での利用が可能な多目的トイレ等も設置をする予定

にしております。また、この建物自体が ZEB Ready（ゼブレディ）

という認証を、これは省エネの関係の認証なりますけれども、建築物

の省エネルギー性能を評価する制度でございますが、一次エネルギー

の消費率を５０％以上削減した建物としての認証を受ける設計にし

ております。こちらの資料につきましては、各階平面図は公表する予

定にはしておりませんので、今日皆様にはお持ち帰りをいただいて、

じっくり見ていただければというふうに思っております。資料で１枚

目、２枚目につきましてはプレス発表等で使用させていただく内容に

しております。プレス発表は、８月２６日ということですので、それ

までは外部の方に情報が漏れることが無いように、ご注意をお願いで

きればと思っております。  

以上、設計業務完了しましたので、お見せできる内容のものをご報

告をさせていただきました。引き続き、適宜皆様方へのご報告事項が

ございましたらご報告をさせていただきたいと思います。  

以上でございます。  

 

後藤教育長  

 

報第３０号について、ご意見ありますでしょうか。  

三上委員。  

 

三上委員   大佐中学校を壊した後にこれを建てるということで、仮設校舎を建

てて、遂行されるのだと思うのですが、どうなんでしょうか。  
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忠田課長  仮設校舎は全く想定をしておりません。現在の中学校はそのまま進

めながら、すぐ南側に校舎を建てていくと。校舎が完了しましたら、

中学校の生徒がまず引っ越しをしていただいて、その後に現在、旧校

舎になりますけれども、それを取り壊していくことになりますから、

令和９年４月の開校を目途に小学校・中学校が一緒になった校舎がス

タートできればと思っております。学校は新校舎が開校した後に、令

和９年４月以降に現在の校舎を取り壊すということにどうしてもな

らざるをえないので、校舎の敷地を含めた北側の外構の整備につきま

しては、引っ越しをした後、現在の校舎を取り壊してからの工事とい

うことなので、令和９年度の途中ですね。絵で見ますと、校舎の北側

の部分ですね。そこが現在中学校がある部分になりますから、校舎の

上側はどうしても学校がスタートした後に、鉄筋コンクリート造の校

舎を壊すので工事音が煩くなると思うんです。ですから、できるだけ

防音にも努めながら工事を進めていこうと思っております。仮設校舎

等を設定する予定にはしておりません。  

 

三上委員  

 

ありがとうございます。  

後藤教育長  

 

各委員  

 

後藤教育長  

外にございますでしょうか。  

 

（なしの声）  

 

２６日に記者会見がございますので、よろしくお願いします。  

それでは、協議・報告の部を終わります。  

 

 

７ 閉 会  

後藤教育長  

 

８月定例教育委員会をこれで閉会します。 

 長時間ありがとうございました。 

 

（閉会時刻）  （午後５時０５分） 

 

 

 


